
総社市告示第１３１号 

 

総社市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の算定基準等に関

する要綱を次のとおり定める。 

 

  平成２８年１２月２２日 

 

                           総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の算定基準等

に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５

の３第１項及び第２項並びに介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」

という。）第１４０条の６３の２第１項第１号の規定に基づき，総社市における介護予防・日常生活

支援総合事業（以下「総合事業」という。）のうち，指定事業者が行う事業（以下「指定第１号事業」

という。）に要する費用の額の算定基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，法及び施行規則で使用する用語の例による。 

（事業の実施） 

第３条 市は，総合事業のうち，指定第１号事業として，次に掲げる事業を実施するものとする。 

（１）法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち，総社市介護予防・日常生

活支援総合事業における第１号事業者の指定等に関する規則（平成２８年総社市規則第４４号）第

３条第２項又は第５条第２項により，市長が指定した事業者（以下「第１号事業者」という。）が

行う，旧介護予防訪問サービス（総社市旧介護予防訪問サービスの事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める規則（平成２８年総社市規則第４５号）第１条に規定する旧訪問サービスをい

う。）の事業 

（２）法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち，第１号事業者が行うもの

であって，次に掲げる事業 

ア 旧介護予防通所サービス（総社市旧介護予防通所サービスの事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める規則（平成２８年総社市規則第４６号）第１条に規定する旧通所サービスをい

う。）の事業 

イ 基準緩和通所サービス（総社市基準緩和通所サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める規則（平成２８年総社市規則第４７号）第１条に規定する緩和サービスをいう。）

の事業 

ウ 短期集中通所サービス（総社市短期集中通所サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める規則（平成２８年総社市規則第４８号）第１条に規定する短期サービスをいう。）

の事業 

（利用限度） 

第４条 指定第１号事業の利用は，別表第１に定める費用単位数の総数（以下「総合事業単位総数」と

いう。）が別表第２に掲げる支給限度基準額に係る単位数に至るまでに限るものとする。ただし，同

月中に指定第１号事業と法第５３条第１項に規定する介護予防サービス費の対象となる予防給付を

利用する場合にあっては，当該利用に係る単位数の総数が別表第２に掲げる支給限度基準額に係る単

位数に至るまでに限るものとする。 

（費用） 

第５条 第１号事業者は，指定第１号事業を実施したときは，総合事業単位総数に別表第１の１単位当

たりの単価を乗じて得た額（以下「総合事業に係る費用」という。）を第１号事業支給費として利用

者及び市に対し請求するものとする。 

２ 前項に規定する総合事業に係る費用の額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨て

るものとする。 

３ 指定第１号事業の利用者は，第１項の規定による請求があったときは，当該総合事業に係る費用の

１００分の１０（当該利用者が法第５９条の２に規定する一定以上の所得を有する第１号被保険者



（以下「一定所得者」という。）である場合にあっては，１００分の２０）に相当する額を，当該指

定第１号事業を実施した第１号事業者に支払うものとする。 

４ 市長は，前項の請求の内容を審査した上，当該総合事業に係る費用の１００分の９０（当該利用者

が一定所得者である場合にあっては，１００分の８０）に相当する額を，当該利用者に代わり当該第

１号事業者に支払うものとする。 

５ 市長は，前項に規定する審査及び支払に関する事務を岡山県国民健康保険団体連合会（国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第８３条に規定する国民健康保険団体連合会で，同法第８４条に

基づき岡山県知事の認可を受け設立された団体をいう。以下同じ。）に委託することができるものと

する。 

６ 指定第１号事業の利用者は，指定第１号事業の実施により生じる食事代その他の実費額を，第１号

事業者に支払うものとする。 

（介護予防ケアマネジメントに係る費用） 

第６条 市長は，介護予防ケアマネジメントに係る委託料として，別表第３に掲げる費用単位数に同表

の１単位当たりの単価を乗じて得た額を支払うものとする。 

２ 市長は，前項に規定する支払いに関する事務を，必要に応じて岡山県国民健康保険団体連合会に委

託することができるものとする。 

（高額介護予防サービス費相当事業費の支給） 

第７条 市長は，総合事業の利用に係る利用料の合計額が著しく高額となる者に対し，高額介護予防サ

ービス費相当事業費を支給する。 

２ 高額介護サービス等費（高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費をいう。）の支給対象と

なるサービスを利用している者に係る高額介護予防サービス費相当事業費の支給額は，当該高額介護

サービス等費の支給額を算定した後に算定するものとする。 

３ 高額介護予防サービス費相当事業費の支給の要件，支給額の算定方法その他の高額介護予防サービ

ス費相当事業費の支給について必要な事項は，高額介護サービス等費の支給の例による。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給） 

第８条 市長は，総合事業の利用に係る利用料及び医療保険の自己負担額が家計に与える影響が大きい

者に対し，高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給する。 

２ 高額医療合算介護サービス等費（高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス

費をいう。）の支給対象となるサービスを利用している者に係る高額医療合算介護予防サービス費相

当事業費の支給額は，当該高額医療合算介護サービス等費の支給額を算定した後に算定するものとす

る。 

３ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給の要件，支給額の算定方法その他の高額医療合

算介護予防サービス費相当事業費の支給について必要な事項は，高額医療合算介護サービス等費の支

給の例による。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条・第５条関係） 

 

指定第１号事業サービス費用額（費用単位数，単価） 

サービス名 費用単位数 

１単位

当たり

の単価

（円） 

旧介護予防

訪問サービ

ス 

１ 訪問型サービス費Ⅰ 1,168単位（１月につき） 

２ 訪問型サービス費Ⅱ 2,335単位（１月につき） 

３ 訪問型サービス費Ⅲ 3,704単位（１月につき） 

注１ 利用者に対して，旧介護予防訪問サービス事業所（総社市旧介護予

防訪問サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

規則（以下「旧介護予防訪問規則」という。）第４条第１項に規定す

る旧訪問サービス事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（同項

に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が，旧介護予防訪問サ

ービス事業訪問介護（旧介護予防訪問規則第３条に規定する旧訪問サ

ービスの事業をいう。以下同じ。）を行った場合に，次に掲げる区分

に応じ，それぞれ所定単位数を算定する。 

(１) 訪問型サービス費Ⅰ 介護予防サービス計画（法第８条の２第１６

項に規定する介護予防サービス計画をいい，施行規則第８３条の９

第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）において１週

に１回程度の旧介護予防訪問サービス事業訪問介護が必要とされた

者 

(２) 訪問型サービス費Ⅱ 介護予防サービス計画において１週に２回

程度の旧介護予防訪問サービス事業訪問介護が必要とされた者 

(３) 訪問型サービス費Ⅲ 介護予防サービス計画において（２）に掲げ

る回数の程度を超える旧介護予防訪問サービス事業訪問介護が必要

とされた者（その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審

査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省

令第５８号）第２条第１項第２号に掲げる区分である者） 

２ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成２７年厚生労

働省告示第９４号）第７４号の規定により準用する同告示第２号の規

定に該当するサービス提供責任者（旧介護予防訪問規則第４条第２項

に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。）を配置している

旧介護予防訪問サービス事業所において，旧介護予防訪問サービス事

業訪問介護を行った場合は，所定単位数の１００分の７０に相当する

単位数を算定する。 

３ 旧介護予防訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若

しくは隣接する敷地内の建物（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の４に規定する養護老人ホーム，同法第２０条の６に規

定する軽費老人ホーム若しくは同法第２９条第１項に規定する有料

老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法

律第２６号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で

あって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。以下

この注において同じ。）若しくは旧介護予防訪問サービス事業所と同

一建物に居住する利用者又は旧介護予防訪問サービス事業所におけ

る１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物の利

用者に対し，旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行った場合は，

所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定する。  

４ 厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告示第１２０

号）に規定する地域に所在する旧介護予防訪問サービス事業所（その

一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は，当該事

務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等 

10.0 



 が旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行った場合は，特別地域旧

介護予防訪問サービス事業訪問介護加算として，１月につき所定単位

数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

５ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成２１年厚生労働省

告示第８３号）第１号の規定に該当する地域に所在し，かつ，厚生労

働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号）第６

８号に規定する基準に適合する旧介護予防訪問サービス事業所（その

一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は，当該事

務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等

が旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行った場合は，１月につき

所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算

する。この場合において，同基準第６８号中「指定介護予防訪問介護

事業所」とあるのは「旧介護予防訪問サービス事業所」と読み替える

ものとする。 

６ 旧介護予防訪問サービス事業所の訪問介護員等が，厚生労働大臣が

定める中山間地域等の地域第２号の規定に該当する地域に居住して

いる利用者に対して，通常の事業の実施地域（旧介護予防訪問規則第

９条に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて，旧介護予

防訪問サービス事業訪問介護を行った場合は，１月につき所定単位数

の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多

機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受け

ている間は，訪問型サービス費は算定しない。 

８ 利用者が一の旧介護予防訪問サービス事業所において旧介護予防

訪問サービス事業訪問介護を受けている間は，当該旧介護予防訪問サ

ービス事業所以外の旧介護予防訪問サービス事業所が旧介護予防訪

問サービス事業訪問介護を行った場合に，訪問型サービス費は算定し

ない。 

 

４ 初回加算 200単位 

注 旧介護予防訪問サービス事業所において，新規に旧介護予防訪問サー

ビス計画（旧介護予防訪問規則第４０条第１項第２号に規定する旧介護

予防訪問サービス計画をいう。以下同じ。）を作成した利用者に対して，

サービス提供責任者が初回若しくは初回の旧介護予防訪問サービス事業

訪問介護を行った日の属する月に旧介護予防訪問サービス事業訪問介護

を行った場合又は当該旧介護予防訪問サービス事業所のその他の訪問介

護員等が初回若しくは初回の旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行

った日の属する月に旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行った際に

サービス提供責任者が同行した場合は，１月につき所定単位数を加算す

る。 

５ 生活機能向上連携加算 100単位 

注 利用者に対して，指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指定

介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生省令第３５号。以下「指定介護予防サービス基準」という。）

第７９条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

をいう。以下同じ。）の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が，指

定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８

条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。）を行った

際にサービス提供責任者が同行し，当該理学療法士，作業療法士又は言

語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い，かつ，生活機

能の向上を目的とした旧介護予防訪問サービス計画を作成した場合であ

って，当該理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士と連携し，当該旧介

護予防訪問サービス計画に基づく旧介護予防訪問サービス事業訪問介護 



 を行ったときは，初回の当該旧介護予防訪問サービス事業訪問介護が行

われた日の属する月以降３月の間，１月につき所定単位数を加算する。 

 

６ 介護職員処遇改善加算 

注 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）第

１００号の規定により準用する同告示第４号の基準（この場合において，

同号中「指定訪問介護事業所」とあるのは「旧介護予防訪問サービス事

業所」と読み替えるものとする。）に適合している介護職員の賃金の改

善等を実施しているものとして市長に届け出た旧介護予防訪問サービス

事業所が，利用者に対し，旧介護予防訪問サービス事業訪問介護を行っ

た場合は，当該基準に掲げる区分に従い，平成３０年３月３１日までの

間，次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし，次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては，次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

(１) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １から５までにより算定した単位数

の１０００分の８６に相当する単位数 

(２) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １から５までにより算定した単位数

の１０００分の４８に相当する単位数 

(３) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （２）により算定した単位数の１０

０分の９０に相当する単位数 

(４) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （２）により算定した単位数の１０

０分の８０に相当する単位数 

旧介護予防

通所サービ

ス 

１ 通所型サービス費 

(１) 事業対象者，要支援１ 1,647単位 

(２) 要支援２ 3,377単位 

注１ 旧介護予防通所サービス事業所（総社市旧介護予防通所サービスの

事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める規則（以下「旧介

護予防通所規則」という。）第４条第１項に規定する旧通所サービス

事業所をいう。以下同じ。）において，旧介護予防通所サービス事業

通所介護（旧介護予防通所規則第３条に規定する旧通所サービスの事

業をいう。以下同じ。）を行った場合に，それぞれ所定単位数を算定

する。ただし，利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が，

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基

準並びに通所介護費等の算定方法（平成１２年厚生省告示第２７号。

以下「通所介護費等算定方法」という。）第１５号に規定する基準に

該当する場合は，同号中の規定より算定する。 

２ 旧介護予防通所サービス事業所の旧介護予防通所サービス従業者

（旧介護予防通所規則第４条第１項に規定する従業者をいう。）が，

厚生労働大臣が定める地域に規定する地域に居住している利用者に対

して，通常の事業の実施地域（旧介護予防通所規則第９条に規定する

通常の事業の実施地域をいう。）を越えて，旧介護予防通所サービス

事業通所介護を行った場合は，１月につき所定単位数の１００分の５

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

３ 厚生労働大臣が定める基準第１８号に規定する基準に適合している

ものとして市長に届け出た旧介護予防通所サービス事業所において，

若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）

第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要支援者とな

った者をいう。以下同じ。）に対して旧介護予防通所サービス事業通

所介護を行った場合は，若年性認知症利用者受入加算として，１月に

つき２４０単位を所定単位数に加算する。 

４ 利用者が旧介護予防通所サービス事業通所介護以外の第１号通所事

業，介護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護若しくは

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介

護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は，通 
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 所型サービス費は算定しない。 

５ 利用者が一の旧介護予防通所サービス事業所において旧介護予防通

所サービス事業通所介護を受けている間は，当該旧介護予防通所サー

ビス事業所以外の旧介護予防通所サービス事業所が旧介護予防通所サ

ービス事業通所介護を行った場合に，通所型サービス費は算定しない。 

６ 旧介護予防通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は旧介護

予防通所サービス事業所と同一建物から当該旧介護予防通所サービス

事業所に通う者に対し，旧介護予防通所サービス事業通所介護を行っ

た場合は，１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし，

傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむ

を得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送

迎を行った場合は，この限りでない。 

(１) 事業対象者，要支援１ 376単位 

(２) 要支援２ 752単位 

 

２ 生活機能向上グループ活動加算 100単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利

用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活

動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。）を行った場

合は，１月につき所定単位数を加算する。ただし，この場合において，

同月中に利用者に対し，運動器機能向上加算，栄養改善加算，口腔機能

向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場

合は，算定しない。 

(１) 生活相談員，看護職員，介護職員，機能訓練指導員その他旧介護予

防通所サービス事業所の旧介護予防通所サービス従業者が共同して，

利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した旧介護予防通所サービ

ス計画（旧介護予防通所規則第３９条第１項第２号に規定する旧介護

予防通所サービス計画をいう。以下同じ。）を作成していること。 

(２) 旧介護予防通所サービス計画の作成及び実施において利用者の生活

機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サー

ビスの項目を準備し，その項目の選択に当たっては，利用者の生活意

欲が増進されるよう利用者を援助し，利用者の心身の状況に応じた生

活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

(３) 利用者に対し，生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１

回以上行っていること。 

３ 運動器機能向上加算 225単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓

練であって，利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる

もの（以下「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は，１

月につき所定単位数を加算する。 

(１) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士，作業療法士，言

語聴覚士，看護職員，柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下

この注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置している

こと。 

(２) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し，理学療法士等，介護

職員，生活相談員その他の職種の者が共同して，運動器機能向上計画

を作成していること。 

(３) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等，介護職員そ

の他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに，利

用者の運動器の機能を定期的に記録していること。 

(４) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価してい

ること。 



 (５) 厚生労働大臣が定める基準第１０７号の規定により準用する通所介

護費等算定方法第１５号の基準に該当しない旧介護予防通所サービス

事業所であること。 

 

４ 栄養改善加算 150単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して，当

該利用者の低栄養状態の改善等を目的として，個別的に実施される栄養

食事相談等の栄養管理であって，利用者の心身の状態の維持又は向上に

資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行っ

た場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

(１) 管理栄養士を１名以上配置していること。 

(２) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し，管理栄養士，看護職員，

介護職員，生活相談員その他の職種の者（以下この注において「管理

栄養士等」という。）が共同して，利用者ごとの摂食・嚥下機能及び

食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

(３) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービス

を行っているとともに，利用者の栄養状態を定期的に記録しているこ

と。 

(４) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価しているこ

と。 

(５) 厚生労働大臣が定める基準第１０８号の規定により準用する通所介

護費等算定方法第１５号の基準に該当しない旧介護予防通所サービス

事業所であること。 

５ 口腔機能向上加算 150単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対し

て，当該利用者の口腔機能の向上を目的として，個別的に実施される口

腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若し

くは実施であって，利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認め

られるもの（以下「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は，

１月につき所定単位数を加算する。 

(１) 言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

(２) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し，言語聴覚士，歯科衛生士，

看護職員，介護職員，生活相談員その他の職種の者が共同して，利用

者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

(３) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士，歯科衛

生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに，利

用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

(４) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価

していること。 

(５) 厚生労働大臣が定める基準第１０８号の規定により準用する通所介

護費等算定方法第１５号の基準に該当しない旧介護予防通所サービス

事業所であること。 

６ 選択的サービス複数実施加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１０９号に規定する基準（この場合にお

いて，同号中「指定介護予防通所介護」とあるのは「旧介護予防通所サ

ービス事業通所介護」と読み替えるものとする。）に適合しているもの

として，市長に届け出た旧介護予防通所サービス事業所が，利用者に対

し，運動器機能向上サービス，栄養改善サービス又は口腔機能向上サー

ビスのうち複数のサービスを実施した場合に，１月につき次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし，運動器機能向上加算，栄養改善

加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は，次に掲げる加算は算

定しない。また，次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい 



 ては，次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(１) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位 

(２) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位 

 

７ 事業所評価加算 120単位 

注 厚生労働大臣が定める基準第１１０号に規定する基準に適合している

ものとして，市長に届け出た旧介護予防通所サービス事業所において，

評価対象期間（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第８２号

に規定する期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月

につき所定単位数を加算する。 

８ サービス提供体制強化加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１１１号の規定により準用する同告示第

２３号イ及びロの基準に適合しているものとして，市長に届け出た旧介

護予防通所サービス事業所が利用者に対し旧介護予防通所サービス事業

通所介護を行った場合は，当該基準に掲げる区分に従い，それぞれ１月

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし，次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては，次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

(１) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 

(ア) 事業対象者，要支援１ 72単位 

(イ) 要支援２ 144単位 

(２) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 

(ア) 事業対象者，要支援１ 48単位 

(イ) 要支援２ 96単位 

(３) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

(ア) 事業対象者，要支援１ 24単位 

(イ) 要支援２ 48単位 
９ 介護職員処遇改善加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１１２号の規定により準用する同告示第

４号の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているもの

として市長に届け出た旧介護予防通所サービス事業所が，利用者に対し，

旧介護予防通所サービス事業通所介護を行った場合は，当該基準に掲げ

る区分に従い，平成３０年３月３１日までの間，次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし，次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては，次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(１) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １から８までにより算定した単位数

の１０００分の４０に相当する単位数 

(２) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １から８までにより算定した単位数

の１０００分の２２に相当する単位数 

(３) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （２）により算定した単位数の１０

０分の９０に相当する単位数 

(４) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （２）により算定した単位数の１０

０分の８０に相当する単位数 

基準緩和通

所サービス 

１ 通所型サービスＡ費（所要時間２時間以上３時間未満） 

(１) 事業対象者，要支援１ 285単位（１日につき） 

(２) 要支援２ 292単位（１日につき） 

注１ 緩和通所サービス事業所（総社市基準緩和通所サービスの事業の人

員，設備及び運営に関する基準等を定める規則（以下「緩和通所規則」

という。）第４条第１項に規定する緩和サービス事業所をいう。以下

同じ。）において，緩和通所サービス事業通所介護（緩和通所規則第

３条に規定する緩和サービスの事業をいう。以下同じ。）を行った場

合に，それぞれ所定単位数を算定する。ただし，利用者の数又は看護

職員若しくは介護職員の員数が，通所介護費等算定方法第１５号に規

定する基準に該当する場合は，同号中の規定より算定する。 
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 ２ 利用者が緩和通所サービス事業通所介護以外の第１号通所事業，介

護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若し

くは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は，通所型サ

ービスＡ費は算定しない。 

３ 緩和通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は緩和通所サー

ビス事業所と同一建物から当該緩和通所サービス事業所に通う者に対

し，緩和通所サービス事業通所介護を行った場合は，１日につき９４

単位を所定単位数から減算する。ただし，傷病により一時的に送迎が

必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が

必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は，この限

りでない。 

４ 利用者に対して，その居宅と緩和通所サービス事業所との間の送迎

を行わない場合は，片道につき４７単位を所定単位数から減算する。

ただし，３の減算対象となっている場合は，この限りでない。 

 

２ 介護職員処遇改善加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１１２号の規定により準用する同告示第

４号の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているもの

として市長に届け出た緩和通所サービス事業所が，利用者に対し，緩和

通所サービス事業通所介護を行った場合は，当該基準に掲げる区分に従

い，平成３０年３月３１日までの間，次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし，次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては，次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(１) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １により算定した単位数の１０００

分の４０に相当する単位数 

(２) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １により算定した単位数の１０００

分の２２に相当する単位数 

(３) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （２）により算定した単位数の１０

０分の９０に相当する単位数 

(４) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （２）により算定した単位数の１０

０分の８０に相当する単位数 

短期集中通

所サービス 

１ 通所型サービスＣ費 432単位（１日につき） 

注１ 短期通所サービス事業所（総社市短期集中通所サービスの事業の人

員，設備及び運営に関する基準等を定める規則（以下「短期通所規則」

という。）第４条第１項に規定する短期サービス事業所をいう。以下

同じ。）において，短期通所サービス事業通所介護（短期通所規則第

３条に規定する短期サービスの事業をいう。以下同じ。）を行った場

合に，所定単位数を算定する。ただし，利用者の数又は看護職員若し

くは作業療法士，理学療法士又は介護職員の員数が，通所介護費等算

定方法第１５号に規定する基準（この場合において，同号中「看護職

員又は介護職員」とあるのは「看護職員若しくは作業療法士，理学療

法士又は介護職員」と読み替えるものとする。）に該当する場合は，

同号中の規定より算定する。 

２ 利用者が短期通所サービス事業通所介護以外の第１号通所事業，介

護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若し

くは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は，通所型サ

ービスＣ費は算定しない。 

３ 利用者が一の短期通所サービス事業所において短期通所サービス事

業通所介護を受けている間は，当該短期通所サービス事業所以外の短

期通所サービス事業所が短期通所サービス事業通所介護を行った場合

に，通所型サービスＣ費は算定しない。 

４ 短期通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は短期通所サー 

10.0 



 ビス事業所と同一建物から当該短期通所サービス事業所に通う者に対

し，短期通所サービス事業通所介護を行った場合は，１日につき９４

単位を所定単位数から減算する。ただし，傷病により一時的に送迎が

必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が

必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は，この限

りでない。 

 

２ 栄養改善加算 150単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，栄養改善サービスを行った場合は，１日につき所定単位数を加算す

る。 

(１) 管理栄養士を１名以上配置していること。 

(２) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し，管理栄養士，看護職員，

作業療法士，理学療法士，介護職員その他の職種の者（以下この注に

おいて「管理栄養士等」という。）が共同して，利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

(３) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービス

を行っているとともに，利用者の栄養状態を定期的に記録しているこ

と。 

(４) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価しているこ

と。 

(５) 厚生労働大臣が定める基準第１０８号の規定により準用する通所介

護費等算定方法第１５号の基準に該当しない短期通所サービス事業所

であること。 

３ 口腔機能向上加算 150単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出

て，口腔機能向上サービスを行った場合は，１日につき所定単位数を加

算する。 

(１) 言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

(２) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し，言語聴覚士，歯科衛生士，

看護職員，作業療法士，理学療法士，介護職員その他の職種の者が共

同して，利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

(３) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士，歯科衛

生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに，利

用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

(４) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価

していること。 

(５) 厚生労働大臣が定める基準第１０８号の規定により準用する通所介

護費等算定方法第１５号の基準に該当しない短期通所サービス事業所

であること。 

４ 地域活動支援連携加算 300単位 

注 利用者が第３条に規定する指定第１号事業以外の総合事業の利用を開

始する際に，当該利用者に係る必要な情報を，当該指定第１号事業以外

の総合事業を提供する際に行うケアマネジメントＣによる計画を作成す

る地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センターをいう。）に提供し，当該ケアマネジメントＣによる計画

の作成等に協力した場合に，所定単位数を加算する。ただし，この場合

において，利用開始前６月以内において，当該利用者による当該指定第

１号事業以外の総合事業の利用について本加算を算定している場合は，

算定しない。 

 

 



別表第２（第４条関係） 

 

支給限度基準額 

利用者 支給限度基準額に係る単位数 

要支援認定者 要支援１ 5,003単位（１月につき） 

要支援２ 10,473単位（１月につき） 

事業対象者 5,003単位（１月につき） 
注 退院直後である等の理由により短期間集中的に第３条に規

定する指定第１号事業の利用が必要である等，介護予防ケア

マネジメントにより当該単位数を超えて当該サービスを利用

することが必要であると認められる場合は，６箇月間に限り，

１月につき10,473単位とすることができる。 

 

 

 



別表第３（第６条関係） 

 

介護予防ケアマネジメント費用額（費用単位数，単価） 

介護予防ケアマネジメ

ントの種類等 

費用単位数 

１ 単 位

当 た り

の 単 価

（円） 

ケアマネジメントＡ 430単位（１月につき） 

注 第３条に規定する指定第１号事業の利用を開始する際に，

計画を作成した場合に，所定単位数を算定する。ただし，ケ

アマネジメントＣによる計画を作成する必要があり，当該計

画に係る介護予防ケアマネジメント費を算定する場合又は

介護予防サービス計画（法第８条の２第１６項に規定する介

護予防サービス計画をいい，施行規則第８３条の９第１号ハ

及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）を作成する必要

があり，当該計画に係る介護予防支援費を算定する場合は，

算定することができない。 

10.0 

ケアマネジメントＣ 430単位（１月につき） 

注 第３条に規定する指定第１号事業以外の総合事業の利用

を開始する際に，計画を作成した場合に，所定単位数を算定

する。ただし，ケアマネジメントＡによる計画を作成する必

要があり，当該計画に係る介護予防ケアマネジメント費を算

定する場合又は介護予防サービス計画を作成する必要があ

り，当該計画に係る介護予防支援費を算定する場合は，算定

することができない。 

初回加算 300単位 

注 新規にケアマネジメントＡによる計画を作成した場合に，

所定単位数を算定する。ただし，ケアマネジメントＡによる

計画又は介護予防サービス計画を過去２月以内に作成し，当

該計画に係る介護予防ケアマネジメント費又は介護予防支

援費を算定している場合は，算定することができない。 

介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所連携

加算 

300単位 

注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護（総社市指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

２５年総社市条例第１６号。以下「予防条例」という。）第

４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

いう。以下同じ。）の利用を開始する際に，当該利用者に係

る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（予

防条例第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に提供し，当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介

護予防サービス等の利用に係る計画（予防条例第４４条第１

０項に規定する指定介護予防サービス等の利用に係る計画

をいう。以下同じ。）の作成等に協力した場合に，所定単位

数を加算する。ただし，この場合において，利用開始前６月

以内において，当該利用者による当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定してい

る場合は，算定しない。 

 


